
※文章中の補助金とは、「甲州市空き家バンク登録促進事業補助金」です。

甲州市空き家バンク登録促進事業補助金のフロー

※１　事業完了日から１か月か申請年度の翌年の4月10日のいずれか早い日までに提出

補助率はどちらも1/2。清掃等事業は上限20万円。解体等事業は上限100万円(登録物件の清
掃等事業の補助を利用した場合は、その補助金分をマイナス）
（補助金を両方利用しても上限100万円）

いいえ

いいえ

甲州市一般廃棄物許可業者

からの見積書を取得。

はい

①

甲州市空き家情報バンクに登録されている。

甲州市空き家情報バンク登録までのフロー

をご覧いただき、空き家情報バンクへの登録

をしてください。

見積額が５万円以上

補助金交付申請書を市に提出

市から補助金交付決定通知の送付

業者による清掃片付けの実施

補助金実績報告書を市に提出

振込

所有者と購入希望者間の建物

等を解体を前提とした売買契

約締結

補助金交付申請書を市に提出

市から補助金交付決定通知の送付

業者による解体の実施

実績報告書を市に提出※１

振込

建物等を解体後に物件を

購入したい希望者がいる。

はい

甲州市内の建設業許可又は解体工事業登

録業者からの見積取得

はい

補助金を利用を検討している。

清掃(片付け)等事業→①へ

解体等事業→②へ

（それぞれ１回利用可）

②

対象外


